
食品衛生の知見を日本から世界へ
カンボジアに「食の安全」の仕組みを築く
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「官民連携による食品安全基準の策定と食品検査サービスの普及・実証・ビジネス化事業」
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本記事の事業は、日本政府（外務省）と
国際協力機構（JICA）が連携して進め
る「中小企業・SDGsビジネス支援事業」
として採択されたものです。詳しくは
JICAホームページでご確認ください。

https://www.spec-lab.net/

プノンペンに開設したスペック現地法
人ラボでの微生物検査。機器導入や検
査試薬の現地調達には苦労した。

冷凍餃子工場での拭き取
り調査の結果（業務完了報
告書より引用）。HACCPに
基づく衛生管理の指導に
よって、一般生菌数・大腸
菌・大腸菌群数が大きく減
少、衛生状態が改善した。

市場でのヒアリング調査
（上）と屋台のまな板の拭き
取り調査（左）の様子。モニタ
リング調査として微生物検
査、理化学検査、拭き取り調
査を行った。

カンボジア王国
（Kingdom of Cambodia）
首都：プノンペン
人口：1,710万人

（2024年 国連人口基金）
面積：約18万1,035㎢

（日本の約0.5倍）
気候：熱帯モンスーン気候

年間平均気温：約 27℃）

（注1）日本の「食の安全」の仕組み
食品衛生法・食品安全基本法の下、第三者機関である食品安全委員会がリ
スク分析を行い、厚生労働省・農林水産省などが連携して食の安全を確保
する体制が構築されています。高度経済成長期の農薬・食品添加物問題や
1996年のO157食中毒、2000年以降のBSE問題などを契機に、段階的に
整備されてきました。

（注2）HACCP（ハサップ）
「Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析・重要管理
点）」の略称。食品の製造から流通までの全工程における危害要因（食中毒
や異物混入など）を分析し、特に重要な工程を継続的に監視・記録する手法
です。食品衛生管理の国際的な基準であり、日本でも2021年から義務化さ
れています。

Episode
カンボジアでは、「食の安全」が社会問題となっていま
す。食中毒による健康被害や労働損失の影響は大き
く、2022年には「食品安全法」が施行されました。し
かし、実態は「食の安全」とは乖離があり、下位法令の
策定や監視・運用体制の構築が依然として課題となっ
ています。

経済成長の一方で「食の安全」が置き去りに

　当社は臨床検査事業に加え、「食のお医者さん」を理念に、加工食品の微生
物検査や学校給食調理員の検便などの食品検査から衛生管理の改善提案ま
でを行う、食品衛生コンサルを強みとしています。国内市場の縮小を見据え、
2012年からASEAN諸国を視察する中で注目したのが、経済成長の一方で
「食の安全」が置き去りにされていたカンボジアでした。
　飲食店の営業許可は不要、食中毒件数すら把握されていない状況で、炎天
下に長時間置かれた屋台の炒飯を子どもたちが給食代わりに買ってい
く̶̶強い危機感とともに、日本の「食の安全」の仕組み（注1）と当社の知見
が役立つと確信し、JICAの中小企業･SDGsビジネス支援事業への応募を
決めました。
　本事業では食品安全の基準づくりを支援し、法定検査の受託を目指すこ
とにしました。しかし、食品安全行政を担う省庁は、飲食店は保健省、加工食
品は工業科学技術革新省（MISTI）、流通は商業省など5つに分かれ連携もな
く、働きかけの糸口をつかめずにいました。その突破口となったのが、JICA
カンボジア事務所から、「輸出入食品の所管が商業省下の『競争・消費者保護
及び不正防止総局（CCF）』に移るので、同局にアプローチしてはどうか」と
の助言をいただいたことでした。

「食の安全の仕組み」をカンボジア政府に提言

　CCFをカウンターパートに、まずは市場や屋台でのヒアリングと微生物
検査を実施。16食品群・計480検体を分析した結果、食中毒菌の陽性率は
30％超、特に黄色ブドウ球菌が広く検出されました。手洗いなど基本的な
衛生管理の底上げが急務であると同時に、違反事業者への改善命令や再検
査といった行政指導がないことも判明しました。各省庁の抜き打ち検査で
も即時廃棄命令が主流で、行政の衛生指導ノウハウの不足が浮き彫りに
なったのです。そこで、法定検査による取締強化よりも、食品衛生管理の国
際基準である「HACCP（注2）」に基づく衛生管理の義務化が有効だと判断し、
方針を転換しました。
　2023年12月には5省庁を巻き込んだワークショップで検査結果を共有

し、横断的な「食の安全の仕組み」の必要性を提言。2024年にはCCFと
MISTI管轄下のカンボジア標準局の職員に向けてHACCP基礎セミナーを
開催したほか、食品事業者約30社への拭き取り調査と衛生指導のトライア
ルを実施。事業終盤には省令草案の提案も行いました。

相手国を理解し、真のニーズを把握することが重要

　食品衛生制度の確立には時間を要しますが、我々の取組が食中毒減少に
直結するので大きなやりがいとなっています。また、JICAカンボジア事務
所の支援も強力な推進力となりました。各省庁への最初のコンタクトなど
民間企業では難しい部分を中心にサポートいただき、強力な後押しとなり
ました。
　事業終了後も現地ラボを拠点に、もう一つの柱である民間企業への任意
検査サービスとHACCP取得支援に注力しています。特に食品輸出には
HACCPの取組が必須のため引き合いも増え、「食品検査といえばスペッ
ク」という認知が広がりつつあります。
　自社のビジネスで開発途上国に貢献するためには、自社の技術や製品、想
いを一方的に届けるのではなく、相手国の現状や歴史的背景、気持ちを理解
し、真のニーズを把握することが重要です。柔軟な姿勢で現地の実情に合っ
たアプローチをした先に、新たな市場や可能性が広がります。当社もはじめ
は政府向け法定検査の基準づくり・受託
をゴールとしていましたが、現地での対
話や検証を重ねる中で、民間セクター
向けの衛生コンサル事業へも活路
が広がりました。今後もカンボジ
アの「食の安全」の実現に向けて
一歩ずつ前進していきます。

（取材時期：2025年7月）

登録衛生検査所としての高い検査技術を生かし、食品検査および衛生コン
サルティングサービスを展開する株式会社スペック。食品衛生制度が未整
備のカンボジアで、日本の「食の安全」のノウハウを活用し、食品衛生の向上
と制度づくりを支援する同社の取組について、バイオサイエンス事業部・小
川慶徳さんにお話をうかがいました。

HACCP基礎セミナー時の記念写真。小川氏はHACCPリード・イン
ストラクターの国際資格を持つ。

スペック
バイオサイエンス事業部
小川 慶徳 氏

会 社 名：株式会社スペック
本 社：徳島県徳島市
設 立：1981（昭和56）年
代 表 者：代表取締役 田中 達也
従 業 員：86名（2025年7月現在）
事業内容：臨床検査・食品衛生コンサルティング・ビール
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